
 

令和４年度（2022年度）地域療育センター機能強化事業補助金交付要領 

 

（趣 旨） 

第 1  熊本県地域療育センター機能強化事業補助金の交付については、熊本県補

助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）及び熊本県健康福祉補助金

交付要項（以下「交付要項」という。）に定めるもののほか、この要領の定めると

ころによる。 

 

（補助額） 

第２  補助金の補助額は、事業に要した経費又は補助上限額のいずれか低い額と

し、補助上限額は３，９４５，０００円とする。 

 

（交付申請） 

第３  交付要項第３条第２項第１号の事業計画書は、別記第１号様式－１によるも

のとする。 

 

（変更申請） 

第４  交付要項第５条第２項の事業変更計画書は、別記第１号様式－２によるもの

とする。 

 

（申請の取下げ） 

第５  交付要項第６条の期間は、交付の決定の通知を受けた日から２０日とする。 

 

（状況報告） 

第６  交付要項第８条の状況報告は、別記第２号様式によるものとする。 

 

（実績報告） 

第７  交付要項第９条第２項第１号の事業実績書は、別記第１号様式－３及び第２

号様式によるものとする。 

２  交付要項第９条第３項の提出期限は、補助事業が完了した日から３０日を経

過した日又は翌年度４月１５日のいずれか早い日とする。 

 

   附則 

この要領は、令和４年（2022 年）８月１日から施行し、令和４年（2022 年）４月１日から

適用する。 


